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昭
和
十
五
年
六
月
殺
行

論

叢

支
那
に
於
げ
る
農
地
の
典
に
就
い
て

J¥ 

木

芳

之

助

農
地
の
具
の
本
質

支
那
の
農
村
枇
舎
に
於
て
農
地
の
所
有
醐
慣
に
移
動
が
起
る
の
は
、
均
分
相
績
に
よ
っ
て
父
租
相
停
の
農
地
が
子
供
遣
に
分
割
き
れ

る
場
合
と
、
窮
迫
せ
る
農
民
が
そ
の
所
有
農
地
を
他
人
に
寅
却
す
る
場
合
ど
で
あ
る
。
け
れ

H

と
も
支
那
の
農
民
が
唯
一
の
生
産
手
段

た
る
農
地
陀
封
し
て
懐
〈
執
着
心
乃
至
愛
情
心
は
極
め
て
根
担
〈
、
寓
巳
む
を
得
ぎ
る
の
時
に
あ
ら
ぎ
れ
ば
、
農
地
を
買
却
し
上
う

'
と
は
し
た
い
c

一
般
に
農
民
が
生
活
の
歴
迫
を
被
っ
て
資
金
主
必
要
と
す
る
揚
合
、
若
〈
は
冠
婚
葬
祭
等
に
多
額
の
臨
時
費
を
必
要

と
す
る
揚
合
陀
は
、
先
づ
金
融
業
者
乃
至
高
利
貸
の
門
を
叩
い
て
、
そ
の
所
有
農
地
を
抵
押
と
し
て
、
資
金
円
融
通
秒
一
受
砂
革
。
併

支
那
に
於
け
る
農
地
の
典
に
就
い
て

俸
五
十
巷

六
七

俸
六
韓



支
那
に
於
け
る
農
地
白
典
に
就
い
て

策
五
十
巻

六
七
二

第
六
競

し
融
通
を
求
め
る
金
額
が
比
較
的
多
額
に
し
て
、
農
地
の
祇
押
を
以
て
し
て
は
容
易
に
共
の
目
的
を
達
し
得
友
い
か
、
君
て
は
祇
押

を
以
て
既
に
出
賞
金
を
借
入
れ
て
ゐ
る
場
合
に
は
、
更
に
所
有
農
地
主
山
川
典
し
て
資
金
の
融
通
を
受
け
る
。
か
h
る
過
程
を
へ
て
、
農

民
は
最
後
の
手
段
と
し
て
、
始
め
て
農
地
を
完
杢
に
賓
却
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
通
常
、
農
民
の
喪
失
す
る
土
地
は
、
貰
買
段

階
忙
到
達
す
る
以
前
に
、
屡
々
先
づ
抵
押
、
典
(
典
常
)
の
順
序
を
経
過
す
る
も
の
で
あ
る
。

右
の
場
合
、
抵
抑
に
あ
っ
て
は
、
債
務
者
た
る
農
民
が
、
自
己
の
所
有
農
地
を
権
保
物
と
し
て
、
債
糖
者
た
る
金
融
業
者
よ
り
金

銭
の
融
通
を
受
け
る
も
の
で
、
と
の
際
、
捨
保
物
た
る
農
地
の
占
有
は
之
を
債
棟
者
忙
移
す
も
の
で
は
な
い
。
剖
ち
農
地
抵
押
借
款

(
借
金
の
成
立
後
と
雄
も
、
抵
押
農
地
は
依
然
と
し
て
債
務
者
た
る
農
民
に
よ
っ
て
耕
種
、
管
理
さ
れ
る
も
の
に
し
て
、
債
植
者
は

債
務
排
怖
に
至
る
ま
で
朗
自
に
利
息
を
取
得
す
る
の
外
、
抵
押
田
地
に
封
し
て
暫
時
監
耐
の
義
務
を
負
ひ
、
若
し
債
務
者
が
該
祇
押

同
地
を
他
に
典
賓
す
る
か
、
若
〈
は
該
岡
地
主
以
て
第
三
者
よ
り
更
に
抵
押
負
債
を
起
寸
場
合
に
は
、
債
樺
者
は
随
時
と
れ
に
干
渉

ず
る
権
利
を
有
す
る
に
過
ぎ
た
い
。
併
し
若
し
債
務
者
が
緋
桝
期
日
に
重
る
も
契
約
上
規
定
の
義
務
を
履
行
し
得
ぎ
る
と
昔
は
、
通

例
債
樺
者
は
綾
田
地
を
波
牧
し
て
、
之
を
直
接
管
理
し
得
る
も
の
で
あ
私
。
支
那
民
法
第
八
六

O
僚
は
抵
押
楳
に
闘
し
、
「
抵
押
様
と

格
ナ
る
は
債
務
者
又
は
第
三
者
が
占
有
を
移
鞠
せ
宇
し
て
抽
担
保
に
供
し
た
る
不
動
産
に
封
し
共
の
賀
得
金
に
つ
青
て
排
済
を
受
〈
る

と
と
を
得
る
の
椿
利
を
い
ん
L

と
誕
っ
て
ゐ
る
。

上
漣
の
抵
押
に
反
し
、
設
に
問
題
と
す
る
農
地
の
典
(
典
常
と
も
い
と
に
於
て
は
、
金
銭
の
必
要
に
迫

ιれ
た
る
農
民
が
、
他
人
よ

り
一
定
の
金
銭
円
融
通
を
受
け
、
之
に
封
し
て
債
権
者
を
し
て
自
己
の
農
拘
争
使
川
牧
谷
せ
し
め
、
他
日
之
と
同
額
の
金
銭
を
返
還

し
て
(
即
ち
所
調
陶
願
を
な
L
)
、
共
円
使
用
牧
ム
貨
を
終
了
せ
し
め
る
行
震
を
制
ふ
。
支
那
民
法
第
九
一

一
僚
は
典
植
を
定
義
し
て
「
典

行政院農村復興委員官、拘南省農村調査、四八頁。行政院農村復興委員曾、
険西省農村剥査、九頁。
中岡純済年鑑上(民困二十四年槙縞)F 三二三頁。
問書、 F.3二五頁。
支部民法第八六O保」稀暗押楳者調劃於債務人或第三人不移軍事占有而1~揖悌
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穫
と
縛
す
る
は
典
債
を
支
付
し
他
人
の
不
動
産
を
占
有
し
て
使
用
及
牧
怨
す
る
の
権
利
を
謂
ふ
」
と
謡
っ
て
ゐ
る
。
故
に
抵
押
と
典

と
の
主
た
お
差
異
は
、
債
格
者
忙
捲
保
不
動
産
の
占
有
を
移
し
且
つ
之
を
使
用
牧
谷
せ
し
め
る
か
否
か
の
黙
に
懸
っ
て
ゐ
る
。
ま
た

典
に
於
て
は
拭
抑
と
異
な
り
、
山
川
典
人
は
融
通
を
受
け
た
金
銭
に
つ
き
受
典
人
に
封
し
て
利
息
を
支
排
は
な
い
。

斯
〈
の
如
〈
農
地
の
典
に
於
て
は
、
官
設
農
地
の
占
有
は
一
般
に
債
務
者
た
る
山
川
典
人
か
ら
債
槽
者
た
る
受
典
人
比
移
締
さ
れ
、

日
つ
受
典
人
は
之
を
自
由
に
使
用
収
録
し
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
受
典
人
が
常
設
農
地
を
自
か
ち
耕
種
ず
る
か
、
若
〈
は
人
を

招
い
で
耕
種
(
承
耕
)
せ
し
め
る
か
は
、
受
典
人
の
自
由
で
あ
る
。
併
し
か
L
る
農
地
の
典
忙
闘
す
る
慣
行
に
針
し
て
、
例
外
を
た
す

揚
合
が
あ
る
。

ω例
へ
ば
淑
江
省
東
陽
腕
の
お
上
橋
及
び
光
旦
湖
の
岡
村
に
於
て
典
阿
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
農
地
は
出

典
筏
も
債
務
者
た
る
山
川
典
人
に
よ
づ
て
引
顔
合
耕
程
さ
れ
、
た
ピ
受
典
人
忙
向
つ
て
は
、
期
陀
按
じ
て
同
賦
宇
一
納
付
ナ
る
に
過
ぎ
た

い
も
の
で
あ
か
。
閣
ま
た
雲
南
省
の
械
聖
燃
で
は
同
地
の
出
典
後
色
、
債
務
者
た
る
川
典
人
が
引
績
い
て
訪
問
地
を
耕
粍
す
る
。
但

し
此
の
場
合
に
は
典
契
約
を
締
結
す
る
外
に
、
別
に
租
問
契
約
(
小
作
契
約
)
を
立
て

i
t
m典
人
よ
り
受
典
人
に
毎
年
一
定
の
穀
物

小
作
料
主
納
入
す
べ
き
も
の
と
す
か
。
上
記
の
揃
江
省
東
陽
腕
柿
の
例
外
事
例
は
共
の
記
載
不
充
分
注
る
た
め
、
之
の
み
に
て
は
何
等

の
推
断
を
も
た
し
得
な
い
。
然
る
に
雲
南
省
雄
監
燃
の
例
外
事
例
で
は
、
同
地
の
山
川
典
後
も
同
典
人
が
引
続
き
訪
問
地
を
耕
種
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
併
し
こ
の
揚
合
、
同
典
人
は
受
典
人
民
針
し
小
作
契
約
誰
書
を
差
入
れ
る
-qも
の
で
あ
る
か
ら
、
典
契
約
の
成
立
に

よ
っ
て
訪
問
地
の
占
有
が
一
舷
受
典
人
に
移
さ
れ
る
が
、
同
時
忙
受
典
人
は
共
の
自
尚
意
志
か
ら
山
川
典
人
に
之
を
小
作
せ
し
め
る
も

の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
斯
か
る
例
外
が
あ
る
と
し
て
も
、
之
に
よ
っ
て
典
植
が
典
慨
を
支
付
し
て
他
人
の
不
動
産
を
占
有

し
、
之
を
使
用
収
益
す
る
権
利
た
る
の
本
質
を
害
す
る
も
の
で
は
た
い
。

主
部
に
於
け
る
農
地
の
典
に
就
い
て

第
治
十
巻

六
七

帯
」ーノ、
腕

立不動産得就其買得倒金受清償之構寸
J掲、中園極構年鑑、 F. 三ニナ、ー頁。
支那民法第九一一悔し靖典模者調克骨典慣占有他人之不動産両錫使用且牧盆
之構、
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支
那
に
於
け
る
農
地
の
典
に
就
い
で

靖
五
十
巻

第
六
擁

六
』
u
囚

四

ー
土
浦
一
白
農
地
の
典
に
於
て
は
、
完
全
な
る
土
地
所
有
様
が
暫
時
出
曲
附
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
長
江
流
域
地
方
に
於
け
る
如
f
、

土
地
所
有
植
が
同
面
樫
と
同
底
植
と
に
分
割
さ
れ
て
ゐ
る
庭
で
は
、
そ
れ

λ
¥同
面
と
田
鹿
と
は
別
個
に
出
典
さ
れ
る
。
間
面
向
典

の
際
に
は
、
同
地
の
使
用
槽
た
る
耕
作
槽
が
受
典
人
た
る
債
権
者
に
暫
時
移
輔
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
同
良
一
山
山
典
の
際
に
は
、
閉
底

は
大
概
城
市
の
宮
戸
、
商
人
又
は
郷
聞
の
富
農
に
移
輔
さ
れ
.
普
通
の
農
民
は
回
底
を
受
典
す
る
力
が
注
い
。
川
両
の
受
典
人
は
出

典
人
に
代
っ
て
田
町
を
使
用
牧
議
し
、
回
底
機
者
に
劃
す
る
小
作
料
は
山
川
典
人
に
代
っ
て
受
典
人
が
之
を
支
排
ム
。
同
底
の
受
典
人

は
共
の
閏
底
を
使
用
牧
盆
す
る
己
と
な
〈
‘
其
の
同
国
楠
者
よ
り
一
定
の
小
作
料
を
取
得
す
る
に
過
ぎ
官
、
従
ヲ
で
此
の
揚
合
に
は
、

小
作
料
取
得
憾
の
み
が
田
底
の
山
川
典
人
か
ら
受
典
人
に
移
柿
押
す
る
に
過
ぎ
友
い
。

農
地
の
典
植
者
た
る
受
典
人
は
、
そ
れ
が
田
闘
の
典
檎
者
で
あ
れ
、
問
底
の
典
樺
者
で
あ
れ
、
は
た
ま
た
問
者
を
合
一
せ
る
問
所

有
樺
の
典
植
者
で
あ
れ
、
典
擁
の
存
紋
中
は
、
そ
の
典
物
を
他
人
に
特
典
若
〈
は
同
租
(
賃
貸
)
す
る
己
と
が
出
来
る
。
併
し
典
契
約

に
別
の
約
定
が
あ
り
、
若
〈
は
そ
の
地
方
に
別
の
慣
習
の
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
忙
従
ム
ペ
雪
も
の
ト
と
す
る
。
主
た
期
限
の
定
め
あ

る
典
擁
を
持
典
若
〈
は
租
賃
(
賃
貸
)
す
る
場
合
陀
は
、
モ
の
期
限
は
原
典
憾
の
期
限
を
超
ゆ
る
を
得
中
、
之
に
反
し
矧
恨
の
定
め
友

舎
一
典
棟
を
特
典
若
〈
は
組
賃
ず
る
場
合
に
は
、
之
に
期
限
を
付
ず
る
を
得
た
い
。

得
な
い
己
と
ミ
左
っ
て
ゐ
ゐ
。

一
般
に
怖
典
。
典
債
は
、
原
典
債
を
超
過
す
る
を

受
典
人
た
る
典
槽
人
は
、
士
た
典
植
を
他
人
に
譲
興
ず
る
と
と
も
出
来
る
。
と
の
揚
合
、
典
植
の
譲
受
人
は
山
川
典
人
に
針
し
て
典

構
人
と
同
↓
の
植
利
を
取
得
す
る
も
の
で
あ
か
。
山
川
典
人
は
典
植
の
設
定
後
に
於
で
も
典
物
た
呂
農
地
の
所
有
樽
は
之
を
他
人
に
譲

渡
、
買
却
す
る
と
と
が
出
来
る
。
と
の
揚
合
、
典
樺
人
は
右
の
譲
受
人
又
は
民
受
人
忙
謝
し
て
は
原
出
典
人
に
謝
す
る
と
同
一
の
権

部、何北省禁事麟事情、一二O頁。同J:、河北省望都麻寄宿、一二一頁。
同吾、断江省農村剖杢、八の頁。
行融院麗村復興委員曾、雲南省農村調査、一四三頁。
中央政語串校地政串院奥平湖牒政府、平糊之土地紹湾、ー0五頁参照ロ韓徳
章、断固農村之f昔貸制度、枇曾科噂雑誌第三容第二期(凋相官綱、中園農村開
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め

利
を
有
ず
る
も
の
と
す
丸
。
か
〈
問
典
人
が
典
物
の
所
有
権
を
他
人
に
譲
渡
、
費
却
ぜ
ん
と
ず
る
場
合
に
、
若
し
典
槽
人
が
同
一
。

市
川
額
を
提
出
し
て
自
己
に
之

E
m旧
民
せ
ん
ξ
聾
明
ず
る
友
ら
ぽ
、
山
川
典
人
は
正
首
の
現
山
が
あ
る
に
非
ぎ
れ
ば
、
之
を
拒
絶
す
る
を

符
な
い
こ
と
h
在
っ
て
ゐ
る
。
思
ふ
に
出
典
人
が
典
物
売
る
農
械
を
他
人
忙
資
却
せ
ん
と
ナ
る
場
合
に
は
、
同
一
の
債
格
た
ら
ぽ
、

現
在
の
使
用
牧
一
議
宥
売
る
典
檎
人
が
、
之
を
購
入
す
る
の
が
寓
事
好
都
合
だ
か
ち
で
あ
る
。

典
槽
忙
期
限
の
あ
る
場
合
に
、
期
限
が
締
つ
れ
ば
州
典
人
は
照
典
債
を
以
て
典
物
た
る
農
地
を
典
槽
者
よ
り
同
瞭
(
買
戻
L
)
し
て
、

従
前
の
如
〈
之
を
使
用
牧
盆
す
る
と
と
が
出
来
る
。
E
の
揚
合
、
山
川
典
人
が
典
期
が
満
了
し
た
る
後
一
一
ヶ
年
を
終
過
ナ
る
も
、
原
典

債
を
以
て
悶
照
せ
ざ
る
と
き
は
、
典
搭
人
は
直
ち
に
典
物
の
所
有
権
主
取
得
す
る
。
典
植
に
し
て
期
限
の
定
め
の
た
い
も
の
に
あ
っ

で
は
、
山
川
典
人
は
随
時
原
典
債
を
以
て
典
物
を
同
属
寸
る
と
と
が
出
来
る
。
但
し
山
内
典
後
三
十
年
を
経
過
ナ
る
も
、
同
典
人
が
同
煩

せ
ざ
る
と
雪
は
、
典
模
人
は
直
ち
に
典
物
の
所
有
棒
を
取
得
す
る
。
か
〈
の
如
〈
期
限
の
定
め
た
雪
典
棒
に
於
て
、
同
典
後
三
十
年

を
経
過
す
る
も
出
典
人
が
間
関
せ
ざ
る
と
苦
は
、
典
物
の
所
有
様
が
典
檎
人
民
移
る
所
以
は
、
民
法
第
九
一
一
一
僚
に
「
典
椿
の
期
限

の
約
定
は
三
十
年
を
遜
ゆ
る
を
得
十
、
三
十
年
bz
遜
ゆ
る
も
の
は
短
縮
し
で
三
十
年
と
な
す
」
と
規
定
し
て
ゐ
る
か
ち
で
あ
る
。
何

故
に
民
法
が
典
植
の
期
限
を
三
十
年
に
限
定
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
向
ほ
後
に
論
や
る
。
而
し
て
出
典
人
が
岡
腐
を
た
ず
に
際
し
、

典
物
が
耕
作
地
た
る
と
き
は
、
牧
ハ
金
の
季
節
後
、
次
期
の
作
業
開
始
前
に
之
を
鵠
ナ
ペ
〈
、
そ
の
他
の
不
動
産
た
る
と
き
は
六
個
月

以
前
に
典
槙
人
忙
強
告
す
べ
昔
も
の
と
す
る
。
倫
ほ
圭
た
出
典
人
が
典
植
の
存
績
中
そ
の
典
物
の
所
有
樺
を
典
、
槽
人
に
譲
興
す
る
己

と
を
表
示
す
れ
ば
、
比
一
樫
人
は
時
慣
に
按
ビ
て
技
貼
(
邑
加
企
を
出
す
)
し
て
典
物
の
所
有
樺
を
取
符
ず
る
己
と
を
得
る
。
但
し
此
の
技

貼
は
一
同
限
り
と
す
る
。

支
部
に
於
け
る
農
地
目
典
に
就
い
て

持
五
寸
巻

六
七
五

停
ノ、

競

五

保
時
保
樺

王
八
三
五

一一一一一一

九
九
九
九

弾
部
品
帰
第

訟
法
法
怯

民
民
民
民

u) 
'3) 
'5) 
'7) 

済委料、五六O頁)。
民法、第九一七情。
民法、告書九一九傑。
民法、普九二阿保。
民法、第九二六保。

>2) 
，.) ，6) ，8) 



支
那
に
於
け
る
農
地
白
典
に
就
い
て

第
五
十
番

〉勺

六
七
六

第
六
競

向
ほ
向
典
後
、
向
典
人
が
更
に
金
銭
。
必
要
に
迫
ら
れ
た
る
と
き
は
、
典
構
者
に
射
し

τ典
債
の
渇
加
を
求
め
得
る
慣
行
が
あ
る
。

之
を
抜
債
と
い
ふ
。
大
清
品
開
典
事
例
は
技
債
の
字
を
朋
ゐ
、
大
清
律
例
や
戸
部
則
例
は
技
貼
.
伐
給
又
は
翠
忙
技
の
字
を
用
ゐ
る
が
、

M
山

執
れ
も
皆
典
使
遁
加
の
義
で
あ
る
。
例
へ
ぽ
耐
建
省
政
和
服
で
は
岡
地
の
典
賀
後
も
再
三
技
偵
を
許
し
て
ゐ
る
。
之
を
一
技
、
二

技
、
三
戎
の
習
慣
と
前
也
、
絶
寅
契
を
立
つ
れ
ば
、
以
後
は
抗
僚
や
悶
照
を
許
さ
な
い
。
同
省
樟
平
臓
に
も
出
典
後
再
四
典
債
を
柚
惜

し
得
る
憤
行
が
あ
る
『
ま
た
出
典
人
が
同
照
期
に
於
て
岡
顧
す
る
力
の
た
い
揚
合
に
は
、
典
樺
人
は
出
典
人
を
し
て
典
物
を
他
人
に

寅
却
〈
別
賞
)
せ
し
め
、
そ
の
寅
得
金
を
以
て
自
己
の
典
債
を
岡
牧
す
る
こ
と
を
出
典
人
民
請
求
す
る
と
と
が
出
来
&
。

沼

以
上
に
よ
っ
て
農
地
に
閲
す
る
典
の
本
質
に
つ
い
て
概
説
し
た
が
、
韓
徳
平
に
よ
れ
ば
農
業
経
済
研
究
上
、
典
の
占
め
る
位
置
に

闘
し
て
は
、
雨
種
の
具
紅
る
解
楳
が
あ
る
。
そ
の
一
は
岡
地
の
典
を
以
て
一
種
の
貸
借
形
式
と
宥
倣
す
も
の
で
、
山
川
典
人
は
印
ち
債

務
者
で
あ
り
、
受
典
人
は
削
ち
償
槽
者
で
あ
り
、
償
椿
者
が
債
務
者
の
土
地
を
経
倍
す
る
に
際
し
、
そ
の
土
地
上
り
獲
得
す
る
牧
議

は
、
債
務
者
が
債
樺
者
忙
納
付
す
る
利
息
に
相
営
す
る
も
の
と
た
す
。
そ
の
二
は
同
地
の
典
を
以
て
小
作
(
租
佃
)
制
度
の
同
盟
憾
と
看

倣
す
も
の
で
、

一
時
に
貨
幣
小
作
料
を
抽
出
納
す
る
小
作
制
に
相
官
し
、
業
主
と
典
種
農
家
曹
と
は
枇
舎
閥
係
上
に
あ
っ
て
は
、
隻
方
と

も
地
主
及
び
小
作
人
と
い
ふ
名
義
上
の
原
分
が
無
い
の
に
過
ぎ
左
い
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
比
八
を
一
一
極
の
小
作
閥
係
と
見
呂
場
合
に
は
、

同
副
の
典
出
は
之
を
耕
作
捕
の
時
貸
、
同
底
の
典
出
は
小
作
料
取
得
構
の
締
貸
と
解
す
ペ
ホ
d

己
主
t
h

在
る
で
あ
ら
う
。

一
般
に
は
典

を
以
て
一
種
の
貸
借
形
式
と
し
て
研
究
さ
れ
る
揚
合
が
多
い
が
、
戎
々
は
た
づ
以
て
典
の
本
質
や
そ
の
憤
行
を
官
八
?
に
把
握
し
左
叫
り

れ
ば
た
ら
向
。

満曲組桝調査合、華北地券〈型)制度目軒究、:JLコ頁。関東州線韓部事韓国調
査謀、闘東州土地萄慣一斑、二五七頁。張錫目、農村祉骨調査、一也大頁。
司法行政部、民間事習慣調査報告録(一九五0凹頁及び五回二頁。
上褐、華北地券(契)制度の研究、九三頁o 蒲銭社長室調査課、関東州土地制
度論、 -0八頁。
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農

地

の

典

に

闘

す

る

契

約

詮

農
地
を
出
典
寸
る
忙
首
つ
て
は
、
中
人
、
ま
た
時
と
し
て
は
代
華
人
を
依
碩
し
て
、
典
契
約
詮
書
を
作
成
し
、
典
物
た
る
農
地
の

面
積
、
そ
の
坐
落
四
至
(
位
置
及
び
四
方
の
培
界
)
、
典
債
、
同
購
の
時
期
等
主
記
執
す
る
。
ま
た
時
と
し
て
は
、
直
接
に
責
買
契
約
詮

書
を
作
成
し
て
、
同
噴
ず
べ
き
年
月
、
期
限
が
到
来
し
て
同
噴
し
友
け
れ
ば
絶
賓
と
な
す
旨
を
之
忙
一
証
明
す
る
揚
合
も
あ
弘
。
左
に

支
買E
各
土也
忙

方を
け

洞る

暮雲
最重
長書
けを
る示

~ず
事 ζ 己
約 、
(ζ  

常 i
岨す
丈白

ぎ)竺

(1) 

立
常
契
人
0
0
0
凶
乏
用
今
勝
自
己
O
村
岡
地
一
段
O
畝
東
互

O
O西
至
。
。
南
至
。
。
北
至
。
。
四
車
分
明
今
国
拠
巾
人
説
告
出
常
於
0
0
0

名
下
毎
畝
言
明
常
傾
大
洋
O
O
元
整
五
年
鴛
滞
在
五
年
之
内
不
許
有
韓
常
及
瞭
問
加
慣
年
事
恐
口
無
想
立
宇
偽
証

毎
畝
鋳
糧
0
0

代中

人人

話
合

O 

00  

00  

筆

O 

中
華
民
間

O
年
O
月
O
日

立

(1) 

右
目
契
約
書
を
邦
課
し
て
左
に
示
す
。

典
契
約
ヲ
立
ツ
ル
人
0
0
0
ハ
金
銭
ノ
入
用
一
二
回
リ
、
今
勝
昌
一
自
己
ノ

O
材
ノ
岡
地
一
筆
O
畝
、
東
ハ
0
0
=
至

p
、
西
ハ
0
0
=
至
リ
、
南

ハ
0
0
=
豆
リ
、
北
川

O
O
-
-
至
ル
、
四
方
ノ
境
界
ハ
分
明
デ
ア
ル
。
今
中
人
ヲ
遁
ジ
テ
交
捗
シ
、
名
議
人
O
O
O
一
一
出
典
シ
、
毎
畝
ノ
典
慣

A

大
津
O
O
元
也
1
言
明
シ
、
五
年
ヲ
荷
期
ト
λ

。
五
年
内
=
在
日
y

テ
ハ
韓
典
且
ピ
同
胸
、
典
債
ノ
噌
加
尋
ノ
ヨ
ト
ア
ル
7

許
ザ
ズ
。
口
約
一
ア

ハ
讃
擁
ナ
キ
ヲ
恐
レ
ル
ず
散
て
契
約
ヲ
立
テ
、
誼
1
p
錨
ス

支
那
に
於
け
る
農
地
の
典
に
就
い
て

第
宜
十
巻

第
六
説

七

六
七
七

韓徳章、前掲論文、五五八頁。
支部岡有法上白典構について、金〈法系を異にナる日本法の既成法的観念を
藷りて、典を以て不動産質なりとも、重た買戻 L約款附貰(荷車)とむ解する
を待ない。典は典として、その本買を究明すべきであらう。 この貼について
は板倉員五氏、満洲土地法論(第一巻、一二九頁)及び上掲、華北地券(契)制

22) 
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支
那
に
於
け
る
農
地
の
典
に
就
い
て

努
宝
十
巻

第
六
裁

ノ、

屯
A 

F又

毎
畝
ノ
税
金

0
0

ft;中

一
一
ヨ
ツ
テ
交
捗
セ
9

人人

0 0  

00  

o 0 

筆

申
華
民
闘

O
年

O
月
C
日
契
駒
ヲ
立
ヲ

と
の
定
麻
に
於
け
る
典
契
約
で
は
、

ω之
を
営
地
文
契
と
移
す
る
則
、

ω典
期
を
五
ヶ
年
と
し
、
と
の
期
間
内
で
は
締
典
、
岡
暗
明

蛇
忙
典
債
の
遁
加
た
る
按
債
を
許
き
た
い
射
に
、
特
徴
が
あ
る
。

山
東
申
告
山
震
に
於
る
典
契
約
五
押
同
事

(2) 

立
典
押
田
契
人

0
0
0錨
困
正
周
今
持
品
落
O
庭
O
境
地
幾
畝
幾
八
百
蕗
申
詑
安
暫
典
O
姓
管
業
言
明
時
偲
典
慎
洋

0
0元
正
常
日
梓
契
一
併
吏

領
自
典
之
後
骨
滋
典
主
過
声
完
糧
言
定
典
年
儒
限
年
商
之
目
白
骨
原
伺
顕
同
加
無
力
蹟
同
由
典
主
鱗
繍
耕
輔
冊
或
照
時
価
詩
情
加
且
換
契
不
得
拾

高
座
低
恐
後
無
恕
立
此
典
押
田
契
存
薩

民
閤
O
年

O
月
O
日

立
典
押
契
人

中

人

00  

0 0  

O 

押押

。

(2) 

右
白
契
約
書
を
邦
課
し
て
主
に
示
ナ
。

典
同
契
約
ノ
立
ヅ
ル
人

0
0
0
ρ
必
要
ノ
タ
メ
品
、

4
7
時折-一

O
庭
O
披
=
在
ル
揖
畝
幾
分
ノ
土
地
ヲ
、
中
人
孟
ヨ
ヅ
テ
協
定
uv

テ
暫
時
O
姓
=

出
典
シ
テ
韓
瞥
セ
ジ
メ
ル
。
常
時
ノ
値
=
ヨ
り
典
慣
ヲ
大
詐

O
O
一
耳
也
ト
言
明
ス
。
本
日
典
個
・
h
a

契
約
書
ト
ヲ
一
緒
ミ
交
付
ス
。
出
典
シ
テ
ヨ

9
後
ハ
、
受
典
人
一
一
名
義
ノ
書
換
ト
納
枕
ト
ヲ
任
セ
ル
。
典
年
ヲ
期
限
ト
局
ス
ヨ
ド
ヲ
協
定
ス
ル
、
年
限
ノ
満
了
ス
ル
目
=
、
直
チ
一
一
陣
慣
ヲ

備
〈
テ
同
顕
(
買
戻
)
ス
、
若
シ
岡
瞭
ス
ル
カ
ガ
ナ
ケ
レ
パ
、
受
典
人
=
由
ツ
チ
耕
積
ヲ
艇
横
ス
ル
ヵ
、
或
ハ
常
時
ノ
値
タ
ル
骨
認
ノ
間
格
ε
照

ν
テ
追
加
金
(
印
チ
不
足
金
)
ヲ
由
シ
テ
貰
相
官
一
-
換
へ
ル
、
ヨ
ノ
際
故
意
塁
間
格
ヲ
高
メ
又
ハ
低
メ
ル
ヨ
ト
ヲ
得
ナ
イ
。
後
二
呈

p
詩
擁
ナ
キ
ヲ

度目肝究、九三員参照。
前掲、中間経済年鑑、 F.~二八頁。前掲、断江省農村調査、一三四頁。前掲、
何北省柴亭麟事情、ーごO頁。
辛景横綱、定麻社骨据わ百調査、七四六貰。
園際貿易局、工商宇且刊、第六巻第四競(碍和法編、中岡農村組持費料、組鋼、

24) 

25) 
26) 



恐
ル
、
ガ
故
三
、
此
ノ
典
田
契
約
ヲ
立
テ
、
謹
ト
ス

民
岡
O
年

O
月

O
日

典
契
ヲ
立
ツ
ル
人

中

人

00  

0 0  

押押

0 0  

亡
の
山
東
省
線
懸
の
典
契
約
は
、
間
典
押
田
契
在
る
文
字
を
用
ふ
る
鈷
、
仰
期
限
が
満
了
す
る
も
向
典
人
に
刷
腐
す
る
カ
が
左
け

れ
ば
、
受
典
人
が
引
績
骨
耕
種
を
縦
続
す
る
か
、
若
〈
は
出
典
者
に
遁
加
金
を
出
し
て
紹
賓
と
す
る
か
は
自
由
た
る
勲
、

ω受
典
人

に
過
戸
完
糧
、
郎
ち
名
義
の
書
換
を
し
て
、
受
典
人
民
於
て
典
旧
の
公
租
公
課
(
閏
賦
)
主
文
排
ム
ペ
雪
も
の
と
す
る
黙
に
あ
る
。
と

の
典
同
の
描
戸
完
糧
に
つ
い
て
は
倫
ほ
後
に
述
ペ
る
。

幻

漸
江
省
東
陽
蘇
に
於
吋
る
典
契
約
(
賓
契
E
立
で
る
)

(3) 

月 言調某某名

日 直主不明 儒下業承買 要鋳正閃

自用

叫 三 持情

無捗 面言定 組遺

之田

事雨 若干

情願各相 若干 畝若干分 / 

無欄悔昔 元 品
工白E 落菜

克 賓 之 坊某 l 

代 中 立
拘不年分 後fi買昆で 某庖東H 

貰 可主骨 至

番 人 契
倒照障岡瞭恐 理 某西監

事翼無是 豆

000  
口 間1出某庭南

無R立重 帯正 至某慮;0 
項

000  此事
買契怨 :者企 業至霊

Q 0 0 、接 無重目昧前 上

押押押 四
車至

帯情 明白

(4) 

右
の
契
約
書
を
邦
課
し
で
左
に
ま
ず
。

貰
渡
契
約
ヲ
立
テ
ル
某
某
某
ハ
今
金
銭
ヲ
品
要
ト
ス
ル
=
国
n
y

、
切
願
シ
テ
帆
先
ノ
遺
セ
ル
ホ
同
若
干
融
若
干
分
、
リ
ノ
ノ
杭
置
h

某
劫
某
慮
ノ

主
那
に
於
け
る
農
地
の
典
に
就
い
て

第
五
十
巻

骨
六
蹴

九

百
七
九

九 Oli頁)。、
前掲、樹江省農村調査、八O頁。27) 



案
方
、
東
ハ
某
慮
一
一
至

9
、
西
ハ
某
島
=
至

9
、
南
ハ
某
虚
三
主
W
J
、
北
ハ
某
鬼
一
一
望
ル
、
以
上
回
方
ノ
抽
出
界
ガ
明
白
ヂ
ア
ル
、
中
人
ヲ
逼
ジ

テ
願
ツ
テ
某
某
ノ
名
義
4
7
買
受
ケ
テ
モ
ラ
ヒ
、
経
瞥
セ
シ
メ
ル
、
常
時
ノ
値
己
ヨ
ル
賓
償
ハ
銀
若
干
元
也
l
一
一
一
人
ガ
言
定
ス
ル
。
費
控
ノ
後
円

買
主
ノ
管
理
一
-
任
セ
、
決
シ
テ
干
捗
シ
ナ
イ
。
之
ハ
正
常
ノ
車
引
=
ヵ
、
夕
、
決
シ
テ
偶
蹄
ヤ
重
穣
頁
買
等
ノ
一
事
情
ガ
ナ

f
、
蒋
シ
親
族
ヤ
世

人
=
シ
テ
之
ヲ
不
正
ノ
取
引
ト
稀
ス
ル
モ
ノ
ガ
ア
レ
バ
、
買
主
ガ
自
ラ
虚
理
シ
、
買
主
=
迷
惑
ヲ
及
サ
ナ
イ
、
ヨ
レ
ハ
鍵
方
ノ
合
意
=
ヵ
、
リ
、

各
々
後
悔
グ
ナ
イ
、
年
限
-
一
拘
-
7
1
原
慣
一
一
服
シ
テ
買
戻
シ
得
ル
コ
ト
ヲ
言
定
ス
。
口
約
一
ア
ハ
謹
接
ナ
キ
ヲ
恐
ル
、
ガ
故
=
、
コ
ノ
貰
契
ヲ
立

テ
、
謹
ト
λ

年
支
那
に
於
げ
否
農
地
の
典
に
就
い
て

月

日

第
五
十
巻

賀
契
ヲ
立
ツ
ル

中

人

代

替

六
八

O

掛
六
揖

O 

艮
し
得
る
慰
に
特
徴
が
あ
る
。

己
の
漸
江
省
東
陽
燃
に
於
け
る
典
契
約
は
、

ω責
契
の
書
式
を
用
ゐ
る
期
、

ω山
川
寅
後
年
限
の
如
何
に
拘
ら
宇
、
何
時
に
で
も
買

000  

000  

押押押

以
上
に
よ
ワ
て
支
那
各
地
に
於
け
る
典
田
契
約
置
が
如
何
な
る
形
式
を
備
ふ
る
か
を
一
軍
し
た
が
、
地
方
に
よ
っ
て
は
典
契
の
名
義
を
用
ゐ
る
外
に
紹

契
又
は
活
契
申
告
義
を
用
ゐ
て
、
同
臨
を
な
し
得
る
形
式
在
主
る
も
白
が
あ
る
。
更
に
回
底
と
同
面
白
と
を
合
一
し
て
出
典
ず
る
も
白
と
、
回
底
四
み
を

出
典
す
る
も
の
止
の
別
が
あ
る
か
ら
、
典
岡
契
は
相
常
複
雑
で
あ
る
。
韓
徳
章
は
右
目
諦
黙
を
考
慮
し
て
、
断
江
省
街
同
白
典
田
を
左
白
七
極
に
分
類

調

L
て
ゐ
る
。

000  

「
吋
契
約
後
に
岡
騎
白
年
月
を
詰

一
(
明
す
る
も
白

一
一
)
別
に
同
願
契
約
を
附
加
す
忍

一

ω括
責
契
を
立
て
、
阿
腐
の
時
」
ゆ
'
b
D

一

期

を

定

め

る

も

白

)

川

和

和

白

岡

崎

年

月

を

記

入

し

「
い
り
田
底
と
同
百
と
を
合
了
し
て
「

a
買

契

を

立

て

暫

時

組

賀

と

す

(

一

期

に

至

っ

て

岡

臨

せ

ざ

れ

ば

4
典

出

す

る

も

由

一

一

紹

賓

と

か

す

も

の

韓徳章、前掲論文〈碕相法網、中幽農村経済資料、五五九頁)。28) 



植受
を典
取人

得は
す暫
時
管
理l

粧
替

一一b 
典
契
v 
名

義
を
用

典
旧
一

「
何
回
底
を
典
由
ず
る
も
由
、
受
典
人
が
暫
圏
構
を
取
得
ナ
|
契
約
内
に
小
作
料
額
を
註
明

L
、
受
典
人
に
於
て
小
作
料
を
耽
納
ナ

ー(
(2) (1) (2) 

年 期 活
眼 を 契
を定を
定 め 立
品原て
ず債、
、を岡

原以臆
t買て白
を IElj 今三
TJ.賦阻
てすを
I叫る定
賠 も め
す m ざ
るる
もも
ιeo  

農

地

の

典

契

約

に

闘

す

3
事

項

以
下
、
典
契
約
に
闘
す
る
事
項
と
し
て
、
中
人
の
千
数
料
、
典
の
期
限
、
典
償
、
典
の
悶
煩
・
ど
絶
寅
、
そ
の
他
に
闘
し
て
諭
述
す

る
己
と
与
す
る
。

(
-
)
中
人
目
手
敷
料
及
び
其
他
の
負
婚

典
契
約
を
立
て
る
に
は
、
也
日
泊
巾
人
を
依
積
し
、
従
っ
て
官
事
者
か
ら
一
定
の
予
数
料

を
之
に
支
排
ム
も
の
と
す
る
。
そ
の
他
、
契
役
、
準
費
等
が
あ
り
、
負
捻
は
相
営
に
重
い
o

m河
北
省
柴
亭
鯨
の
典
契
で
位
、
中
仰
(
中
人
の
手
数
料
)
と
し
て
、
受
典
人
か
ら
典
債
の
三
区
、
向
典
人
か
ら
二
戸
を
克
掛
ム
。
向
ほ
典
契
税
と
し

却

、

、

、

て
受
典
人
よ
り
典
偵
の
三
%
を
納
付
す
べ
き
外
に
、
契
紙
毎
張
円
契
約
用
紙
一
枚
に
ワ
き
)
Z
A

角
を
納
付
す
る
を
市
首
す
る
。
同
江
蘇
省
騨
捕
師
酬
の
典
契
で

刑

、

は
契
積
と
巾
何
ー
と
を
合
L
、
典
債
の
ご
乃
至
三
正
月
を
支
柿
ふ
。
向
蹴
江
省
崇
徳
田
酬
の
典
契
で
は
誼
常
中
仰
は
典
憤
目
玉
男
、
験
契
費
{
典
契
白
検
査
費
)

は
毎
元
三
分
、
凡
て
受
典
人
が
負
措
す
。
同
照
時
の
筆
費
は
出
典
人
が
出
向
。
凶
同
省
龍
酔
牒
の
典
契
で
は
中
桐
及
び
畢
賓
と
し
て
典
債
の
一
・
五
%

を
受
典
人
が
支
神
ふ
。
中
人
は
典
契
に
関
し
て
紛
議
が
起
れ
ば
之
を
調
停
ず
べ
き
で
、
そ
自
責
住
は
重
い
。
俗
間
で
は
「
不
倣
中
、
不
倣
揮
、
一
世
無

主

、

、

、

、

、

畑
悩
」
と
さ
へ
言
は
れ
て
ゐ
る
。
同
河
南
省
輝
燃
で
は
市
伺
と
し
て
典
債
白
四
声
を
受
典
人
と
出
典
人
と
が
均
分
負
指
す
、
受
典
人
出
三
%
、
向
典
人

が
三
声
負
措
ず
る
場
合

E
「
成
一
一
一
破
ニ
」
と
稲
す
。
的
同
省
許
昌
で
は
出
典
人
が
一
声
乃
至
一
一
一
匹
目
中
仰
を
闘
す
外
に
、
受
典
人
が
一
一
一
声
乃
至
四
・
五
%
の

勘
丈
員
(
測
量
員
)
手
練
費
を
闘
す
。
阿
川
ま
た
同
省
銀
平
、
向
郷
で
は
中
帽
を
出
さ
な
い
代
り
に
、
中
人
を
饗
膳
す
る
。
間
同
省
部
勝
で
は
受
典
入
計
典

支
那
に
於
け
る
農
地
の
典
に
就
い
て

第
五
十
巻

ノ、
/、

静
六
蝉

。
頁

。
。。頁

ニ
頁
五

一O
三

、
四
一

情
、
、

事
査
査

輔
副
調

亭
村
村

融
市
農
農
。

省
省
省
頁

北
蘇
江
七

嗣
紅
糊
二

払
払
払
弘

前
前
前
阿

)
j
)
〉

9
0
Z
2
 

2
3
3
3
 



支
那
に
於
け
る
農
地
の
典
に
就
い
て

第
五
十
巻

R 

^ 

揮
~ 〆、
観

信

債
の
ご

O
N
に
相
常
ず
る
査
記
貨
を
主
排
ぶ
べ
き
も
白
主
ナ
。

(
ニ
)
典
の
期
限
典
の
期
限
は
二
、
三
年
乃
五
五
年
の
も
の
が
多
い
が
、
土
た
更
に
長
期
の
も
の
、
無
期
限
の
も
の
も
あ
る
。

川一
r
p
h
v
b
恥
で
は
典
期
は
普
詔
一
ヶ
年
と
す
る
も
、
波
慨
ホ
の
使
あ
る
岡
地
の
典
期
は
五
年
、
皐
地
は
三
年
と
す
i
m
o
的
品
川
骨
骨
平
骨
で
は
典
期

晴

、

、

陪
普
週
一
三
年
叉
は
五
年
と
す
。
間
江
蘇
省
郡
勝
で
は
器
官
通
常
三
年
正

L
、
同
省
鞠
一
時
開
徐
家
村
及
び
朝
家
や
で
は
雪
咽
典
に
は
年
限
発
定
め
な
い
耐

前

、

、

、

、

、

初

、

凶
噺
紅
省
崇
徳
師
酬
で
は
典
期
は
普
担
五
年
、
最
長
十
年
、
コ
一
年
の
も
の
も
あ
る
。
問
問
者
平
糊
臨
で
仕
興
期
目
=
一
年
、
五
年
華
不
同
で
あ
る
。
削
繭
建

省
政
和
恥
で
は
典
に
期
限
を
設
け
て
出
典
後
、
数
十
年
、
甚
だ
し
き
に
至
つ
て
は
唆
育
年
を
純
一
軸
す
る
も
、
開
典
債
で
悶
顕
L
得
る
慣
習
が
あ
る
o凶

典
の
期
限
が
不
定
で
あ
り
、
然
か
も
出
典
後
長
年
月
が
絞
池
し
、
そ
の
聞
に
再
三
特
典
が
行
は
れ
る
と
き
は
、
途
に
何
人
が
買
の

土
柏
崎
所
有
者
な
る
か
判
明
し
得
左
〈
在
り
、
紛
議
を
醸
す
と
と

L
た
る
。
ま
た
訓
租
{
同
賦
)
円
賦
課
上
に
払
困
難
を
来
す
と
と
i
h

左

る
G

己
の
黙
を
考
慮
し
て
清
理
不
動
産
典
営
燐
法
(
民
闘
四
年
六
月
墨
准
)
は
、
一
，
民
間
ニ
於
ケ
ル
典
首
=
開
ス
ル
契
約
書
ー
ノ
記
載
不
明
yf

不
動
産
ュ
シ
テ
三
十
年
ヲ
経
過
シ
同
蹟
ノ
学
義
記
載
ナ
ク
叉
別
一
↑
間
関
ヲ
諮
明
ス
ヘ
キ
術
設
ナ
キ
モ
ノ
ハ
絶
産
ト
シ
同
蹟
ヲ
許
サ
ス

L

(
第
一
棟
)
と
し
、
ま
た
「
典
首
一
一
シ
テ
原
契
約
成
立

y
日
ヨ
リ
六
十
午
ヲ
終
過
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
共
ノ
問
加
典
婦
問
典
ノ
有
無
ヲ
論

セ
ス
線
テ
絶
産
ト
シ
原
業
主
ノ
抗
争
ヲ
許
サ
ス

」
(
第
二
時
)
と
規
定
し
て
、
膏
来
の
比
一
を
整
理
す
る
と
と
i

為
し
た
。
併
し
之
に
よ

っ
て
如
何
在
る
程
度
ま
で
在
来
の
典
が
整
理
さ
れ
た
か
は
疑
問
予
一
あ
る
。
吹
い
で
民
法
(
民
幽
十
八
年
十
月
施
行
)
は
、
前
漣
の
如
〈
、

典
稽
の
約
定
期
限
は
三
十
年
を
途
ゆ
る
を
得
十
、
三
十
年
を
愈
ゆ
る
も
の
は
之
を
三
十
年
に
短
縮
す
る
と
と

L
し
た
。

(
三
)
典
債
農
地
の
典
債
は
農
地
買
買
債
格
の
五
割
乃
至
六
割
を
占
め
呂
場
合
が
多
い
。

仰
向
北
省
定
鯨
で
は
典
慣
は
国
債
の
五
割
弱
に
常
昭
一
、
五
畝
白
地
債
売
四
百
元
司
と
す
れ
ば
典
慣
は
胃
五
十
元
乃
宝
二
育
元
で
あ
h
o
m
同
省
情
華
闘

附
近
田
東
主
荘
村
に
於
け
る
六
畝
の
典
倒
は
百
十
一
克
で
地
債
の
五
割
に
常
り
、
羅
家
村
の
三
畝
の
典
債
は
四
十
五
元
で
、
地
備
(
毎
献
四
十
元
)
の
五
割

前掲、阿南省農村調査、"li"li頁。 34) 前掲、定購世曾概況調査、七四六頁。
前掲、何北省聾亭腕事情、 ニO頁。 36) 前掲，iL蘇省農村調査、凶O頁。
前掲、期江省農村調査、一三五買o 38) 前掲、平湖之土地鯉摘、-0五頁。
司法行政部、民商事習慣調査報告晶(ー)、五O玉買。
本紳法は十ク僚よ Pなる。 4') 前掲、定牒祉骨概況調査、七回大頁。

33) 
35) 
37) 
39) 
40) 



調
に
常
る
o
m
w
問
南
省
詐
昌
脇
、
輝
酎
刷
、
鎮
平
臓
で
は
典
債
四
地
債
に
謝
す
る
割
合
は
、
島
岡
二
十
二
年
に
夫
々
五
五
声
、
五
凡
声
、
五
一
声
と
な
っ

品

位

、

、

-

.

、

、

.

伺

て
ゐ
る
。
仰
江
蘇
省
盟
措
で
は
典
債
は
地
慣
白
六
割
に
常
る
。
山
判
断
江
省
ホ
嘉
廊
下
白
六
村
で
は
、
民
闘
二
十
二
年
D
典
閣
は
普
通
毎
畝
三
十
一
一
耳
六

角
で
、
地
債
五
十
元
白
六
割
強
に
首
刷
。
耐
同
省
龍
博
勝
下
回
八
一
軒
で
は
、
民
国
二
十
二
年
白
典
慣
は
普
温
毎
畝
二
十
九
元
二
角
で
、
地
債
=
一
十
五
一
耳

七
角
白
凡
割
強
に
官
る
。

議
に
費
料
の
得
ら
れ
る
幅
削
江
、
江
蘇
及
び
阿
南
の
若
干
地
方
位
於
け
る
一
日
副
首

P
D
抵
押
、
典
首
、
貰
買
倒
格
を
左
に
比
較
す
可
制
。

長河 江

史平民閥町江省

平蹴
地

岡南 蘇
安江

民園砲省
省 省 一東

十
十腸 十襲

ニ許 盟

!昌 捕
二!二村"、 ご工:村i'- 名

地典抵 典摂 賓典抵 賀典抵 車彊

常押 国押 買首押 買首押

債偵 傾倒 倒倒伺 債傾倒

個格格 格格 格格格 格格格
別

最

五一七 五 回 二
六二 O 一 二凶

高
I I 二五 O /司、"、/、

" 
最

九六三
六三五 一六一

I I 
借

I I 二土-互玉 O ニー
苅

普

回ごー 二八五 一一一 一一 一
メマ歪i..1、 六九ニ 互五プb プて

O 三八 二二三主至五 七二五
週

" 

地地 地地 地個 地慣 地f買 地1lI 
償 f胃 f興情

'" cコ '"ιJ ι， vつ <D <D 

五回
穴O 四O 

七回 ー八 四穴
五 O 0-

O 丸 0 0  八六 八=
% 

か
i

為
る
農
地
の
択
押
債
格
，
典
依
格
及
び
地
問
旧
の
閥
係
か
ら
、
農
民
が
生
前
の
困
窮
に
よ
っ
て
資
金
を
必
要
と
す
石
場
合
に
は
、

先
づ
農
地
を
抵
押
と
し
て
資
金
を
借
入
れ
石
。
更
に
窮
乏
に
よ
っ
て
資
金
を
必
要
と
す
る
か
、
活
〈
は
利
息
が
糟
り
、
債
権
者
の
替

促
が
激

L
〈
在
れ
ば
、
そ
の
農
地
を
出
典
す
る
と
と
L
た
る
。
荒
し
典
僚
は
抵
押
に
よ
っ
て
得
ち
れ
る
金
調
よ
り
も
多
い
か
ら
で
あ

支
部
に
於
け
る
農
地
内
典
に
就
い
て

第
五
十
巻

ノ、

八

事
4 ーノ、

韓

JlIr帽、河南省農村調査、五五頁、民園二十二年では許昌に於ける地債は毎畝
46・0元、典債は25 ・3元、輝麟でほえ々 56.3元、 2~:k5.元、鎖平では夫k 37.5元、
9.2元となってゐる。 43; 前掲、江蘇省農村調査、四O頁。

前掲、断江省農村調査、ーへ=o'a'o 4<) 同番、三七頁。
前掲、断江省農対調査、二七頁瓦び八二頁。前掲、江蘇省農村調査、四O頁。

42) 

44) 
46) 



支
部
に
於
け
る
農
地
白
典
に
就
い
て

第
六
鵠

四

第
五
十
巻

ハ
凡
四

まる
.$.。

揚併
合し
曲三 111 
多典
ν、17)t亡
。よ

てコ
て

農
民
11 
農
地
グ〉

使
)[] 

牧
集
権
者T
失
』冶

由主

ら

一
厨
窮
乏
し
、
最
後
の
手
段
と
し
て
農
地
を
絶
賛
し
て
し

(
回
)
出
典
回
動
機
と
出
典
地
の
面
積

農
民
が
農
地
を
出
典
す
る
の
は
、
生
活
の
窮
乏
に
よ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
左
い
。
同
典

に
よ
っ
て
農
地
の
耕
作
棟
が
受
典
者
に
移
る
の
で
あ
る
か
ら
、
と
の
拙
か
ら
云
ム

-h農
業
生
産
資
金
を
借
入
れ
る
た
め
に
、
農
地
を

向
典
ず
る
も
の

L
少
い
と
と
が
諌
想
さ
れ
る
。

mw河
北
省
完
勝
に
於
け
る
問
典
農
家
六
十
四
円
に
つ
昔
、
李
景
灘
民
は
向
典
原
因
別
に
之
を
左
目
六
項
に
分
類
し
て
ゐ
る
。
即
ち
生
活
費
の
不
足
に

よ
る
も
の
凶
一
・
九
馬
、
醤
債
の
返
世
に
よ
る
も
白
一
九
・
岡
弘
、
喪
事
を
排
ず
る
も
の
一
宍
・
内
声
、
婚
事
を
耕
ず
る
も
の
一
一
一
・
九
が
、
商
業
白
蛇
損

に
よ
る
も
の
六
・
五
声
、
子
弟
内
入
唱
を
助
〈
あ
も
の
=
一
・
二
お
と
な
ワ
て
ゐ
白
。
間
何
北
省
清
曜
闘
で
也
、
農
民
J
R

典
田
を
な
す
の
は
、
負
債
の
累
積

白
た
め
、
ま
た
婚
慢
の
費
用
を
支
排
す
る
た
め
で
、
農
業
生
産
力
的
帯
荏
の
た
め
に
認
す
も
の
は
抽
品
て

9
な
い
。
た
川
町
一
農
家
百
家
畜
酷
入
の
た
品

に
典
地
を
な
し
た
る
に
過
ぎ
h
u

刊。

吠
忙
農
村
中
に
於
て
、
農
地
を
出
典
せ
る
農
家
が
幾
割
を
占
め
る
か
、
出
典
岳
地
は
全
農
地
の
費
削
を
占
め
る
か
、
ま
た
山
判
典
人

及
び
受
典
人
は
如
何
在
る
階
組
の
農
家
文
は
者
で
あ
る
か
を
検
討
し
よ
う
。

賞
、
、
.
、
、
‘
、

仰
向
北
省
盟
山
鯨
で
は
調
査
農
家
百
王
十
戸
山
中
、
そ
の
三
分
自
一
が
所
有
地
を
出
典
L
て
ゐ
る
。

ω山
東
省
奉
安
牒
滞
控
荘
村
の
穂
土
地
面
積
は

=一七
O
畝
で
あ
る
が
、
問
典
地
積
は
三
ご
融
儀
唱
と
な
っ
て
ゐ
る
。
問
典
者
に
は
自
作
農
が
最
も
多
く
、
自
作
最
小
作
農
が
之
に

E
f
、
残
り
は
兼
業
農

担
、
、
、
、
、
‘
.

家
そ
白
他
で
る
る
。
村
内
の
受
典
者
に
は
自
作
農
が
最
も
多
く
、
自
作
品
耽
小
作
農
が
之
に
耳
宮
、
外
に
少
数
の
穀
業
農
家
が
あ
乱
。
同
阿
南
省
許
昌
廊

下
白
玉
村
で
は
、
民
同
4
七
年
上
り
二
十
二
年
陀
至
る
期
間
に
、
地
主
(
合
計
所
有
同
一
一
一
山
畝
)
は
六
畝
世
出
典
L
、
富
良
(
合
計
所
有
田
一
、

O
七
O

畝
)
は
一
四
品
世
間
典

L
、
八
畝
を
受
典

L
、
申
農
(
合
計
所
有
国
一
、
九
五
二
畝
)
は
正
六
献
を
出
典

L
、
五
畝
を
受
典

L
、
貧
農
(
合
計
所
有
同
一
、
九

町
、
、
、
、
、
、

一
六
畝
)
は
三
六
畝
を
閏
典

L
、
二
三
畝
を
受
典

L
て
ゐ
る
。
向
山
町
江
省
崇
徳
麻
下
町
九
村
で
は
、
民
凶
+
七
年
よ
り
二
十
二
年
に
至
5
期
聞
に
、
地

J

主
及
苦
闘
農
に
は
肉
典
者
が
な
{
、
中
農
は
三
千
三
刷
、
貧
農
及
び
雇
農
は
二
回
・
一
畝
を
出
典
し
て
ゐ
封
。

前掲、冊南省農村調査、五一頁、五宜頁。
荒野元之助氏、中支農業金融に就いて(滴蝿調査月報、昭和十四年八月齢)九
五頁。 48) 前掲、定幌市士宮栂況調査、七四六頁。
事樹菅、情華闘附近農村的借貸情形(1据平日陸、中岡農村融商養料、額編、八四
O頁)。
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か

L
る
断
片
的
資
料
か
ら
一
般
を
推
定
す
る
を
得
た
い
が
、
農
地
の
閃
典
者
に
は
中
農
た
る
自
作
農
干
向
作
品
茸
小
作
農
が
多
〈
、

瑚

受
典
者
に
は
比
較
的
宮
裕
在
る
自
作
農
、
官
農
又
は
地
主
が
多
く
‘
そ
の
他
商
人
も
相
首
多
い
と
思
は
れ
る
。
受
典
者
が
村
内
の
も

の
で
あ
る
か
、
ま
た
村
外
の
も
の
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
多
少
そ
の
階
級
又
は
峨
業
を
異
に
す
る
と
忠
は
れ
る
が
、
之
を
確
か
め
る

資
料
が
見
営
ち
た
い
。

(
五
)
同
賭
と
紹
賀

農
民
が
父
山
阻
相
併
の

1
地
に
封
し
て
懐
ぐ
執
着
心
は
極
め
て
根
強
い
か
ち
、
資
金
を
必
要
と
す
る
場
合
忙
も

容
易
に
之
を
資
却
せ
守
、
組
常
先
づ
之
を
抵
抑
と
し
、
然
る
後
に
之
を
山
川
典
寸
る
も
の
で
あ
る
。
山
川
典
の
場
合
に
於
て
も
、
農
民
は

将
来
同
蹟
し
て
、
モ
の
農
地
を
自
家
に
炭
し
入
れ
る
望
み
を
捨
て
る
も
の
で
は
た
い
ロ
例

L
E
の
墜
み
は
惨
い
も
の
で
、
入
典
地
を

絶
賓
(
買
戻
L
得
な
い
直
却
)
し
て
し
ま
ふ
揚
合
が
多
い
。

仰
山
東
省
泰
安
勝
目
一
部
静
白
調
査
で
も
「
本
村
に
於
て
末
吉
入
出
典
地
の
同
闘
の
例
を
聴
か
ず
、
む
し
ろ
何
年
か
の
徒
に
更
に
賓
金
の
晶
要
に
迫

ら
れ
結
局
己
れ
を
手
離
す
広
重
っ
た
も
の
を
見
る
の
み
に
し
て
、
親
は
子
に
、
子
は
孫
に
空
し
〈
引
鱗
が
れ
控
に
は
と
れ
を
費
却
し
な
け
札
ば
な
ら
な

局

、

、

、

、

い
建
命
を
辿
る
で
あ
ら
う
と
&
は
推
測
に
難
〈
な
い
所
で
あ
る
」
と
謹
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
山
間
北
省
情
華
闘
の
調
査
で
も
、
一
度
出
典
す
れ
ば
、
同
周

の
望
み
は
甚
だ
少
な
〈
、
甚
だ
し
舎
に
至
つ
て
は
、
究
又
は
祖
父
四
手
に
よ
っ
て
問
典
さ
れ
V

た
封
、
そ
の
子
や
孫
は
債
警
備
へ
て
岡
闘
す
る
力
が
な
い

賀

、

、

.

、

主
云
は
れ
て
ゐ
る
。

mw
何
商
省
許
目
麻
下
の
玉
村
で
は
、
民
岡
十
七
年
よ
り
三
十
二
年
迄
に
一
一
一
一
畝
白
土
地
が
田
典
き
お
い
た
る
も
、
同
臓
は
七
畝
に

過
ぎ
な
い
。
山
間
断
江
省
間
憐
燃
で
は
、
過
去
に
於
で
は
問
典
地
の
六
割
は
同
関
さ
れ
た
が
、
近
年
車
は
旧
典
者
も
h
Y
H

討
、
同
照
者
に
圭
つ
て
は
晴
E

持

、

、

杷
無
で
る
る
。
向
同
省
東
陽
麟
下
八
村
で
は
、
農
村
経
済
が
日
に
崩
潰
、
碗
車
問
に
趨
〈
た
品
、
典
出
の
回
畝
は
大
部
分
間
瞭
の
カ
量
な
〈
、
伐
偶
(
誌

閥

、

加
金
)
を
得
て
絶
賀
L
、
目
前
の
金
需
を
救
ふ
の
み
で
ち
る
。
開
同
省
崇
徳
螺
下
の
九
村
で
は
、
民
閤
十
七
年
よ
り
二
十
二
年
迄
に
、
中
農
と
貧
農
は

印

刷

、

五
九
・
四
畝
を
向
典
し
た
が
、
未
だ
一
畝
も
同
賠
L
h
u
い
。
何
同
省
永
嘉
麻
下
回
六
村
で
は
、
農
民
が
団
地
を
賓
る
迄
に
其
の
八
割
は
祇
押
を
拠
る
。
既

に
出
典
さ
れ
た
回
地
に
し
て
同
賦
吉
れ
る
も
白
は
抽
品
て

9
な
円
。

支
部
に
於
け
る
農
地
町
典
に
就
い
て

静
六
腕

静
五
十
巻

六
八
五

五

ト凱(孫丈郁課)、河北臨山l瞬ー百宜十農家主組問社合調在(指和法、中関農村
担帯責軒、六三O頁)0 51) 北支純情調査所第回腰、奉安麟一部青島
に於ける農業事情(満錨調査月報、昭和十五年三月競)ー凡頁以下。
上掲、河南省農村調査、四五頁 53) 前掲、期江省農村調査、一三二頁。
土地委員骨自調査では L出典者の九Oがは農民に Lて、典得者も農民が多い

50) 

52) 
54) 



支
那
に
時
け
る
農
地
町
典
に
就
い
て

第
五
十
巻

止
南
方
競

六
ん
六

」ーノ、

か
〈
の
如
く
農
地
主
出
典
し
た
る
農
民
に
し
て
、
後
日
之
を
悶
噴
し
得
る
も
の
一
は
殆
ど
な
〈
、
典
明
が
到
来
す
れ
ば
.
戎
憤
(
坦
加

さ
を
得
て
給
費
し
て
し
士
ふ
も
の
が
多
い
。

(
六
)
典
地
白
困
賦
関
係

農
地
の
出
典
後
、
そ
の
国
税
は
出
品
パ
人
が
負
推
す
る
か
、
ま
た
受
典
人
が
負
捨
す
る
か
は
問
題
で
あ
る

が
、
各
地
の
慣
行
は
十
止
の
如
〈
な
っ
て
ゐ
る
。

向
何
北
省
柴
亭
麟
で
は
、
出
典
地
に
闘
し
で
は
1
根
不
迦
戸
、
何
由
出
典
人
向
官
約
粒
」
と
あ
る
か
ら
、
納
掛
白
名
義
人
を
書
換
へ
ず
、
出
典
入
品
、
b

引

ー

、

、

官
へ
納
積
す
る
も
の
と
す
る
。
向
山
東
省
融
牒
白
典
田
契
約
讃
に
は
、
「
宵
典
之
後
、
住
恩
典
主
過
戸
完
糧
」
と
あ
る
か
ら
句
と
の
場
合
に
は
受
典
人
に

問

、

納
掛
町
名
識
を
脊
視
へ
、
受
典
人
が
同
投
圭
納
付
す
る
。
間
漸
江
省
砲
融
問
肺
で
は
出
典
人
が
醤
に
よ
ワ
て
典
旧
白
納
祇
を
負
推
す
る
も
の
と
打
。
叫
同

省
東
腸
肱
で
も
出
典
に
際
L
、
「
糧
不
過
戸
、
何
由
出
典
人
向
官
納
組
、
受
典
人
是
知
山
占
便
宜
」
と
な
畑
て
ゐ
る
か
与
、
田
典
人
が
田
揖
を
負
櫓
す
る
。

血
町

掠
る
に
各
腺
白
田
賦
が
年
々
暫
加
す
る
か
、
b
、
出
典
人
白
田
賦
負
婚
が
過
重
と
な
り
、
勢
ひ
飛
州
出
詰
寄
，
b
行
は
れ
る
ζ

と
与
な
宮
、
そ
回
一
結
果
と
し
て

同
畠
つ
で
同
紙
な
〈
、
田
空

Z
て
同
な
き
砂
川
肌
聖
護
生
ず
る
と
と
L
t
h
o

郎
ち
共
同
の
回
税
は
、
出
典
人
が
負
婚
す
る
揚
合
と
交
典
人
が
負
捨
ず
る
揚
合
と
が
あ
る
。
同
典
人
が
負
捨
ナ
る
揚
合
に
は
、
霊

苦
悶
税
を
避
け
る
た
め
、
飛
源
説
寄
が
行
は
れ
、
回
あ
る
も
、
同
税
友
〈
、
岡
税
あ
る
も
回
一
疋
青
紛
凱
現
象
を
起
す
と
と
t
A

怠
る
。

四

結

言

以
土
陀
よ
っ
て
支
那
に
於
け
る
農
地
の
典
に
つ
い
て
概
説
し
、
そ
の
本
質
、
契
約
形
式
、
典
契
約
に
閲
す
る
諸
事
項
に
就
い
て
遁

ぺ
た
。
近
代
的
農
村
金
融
機
関
の
完
備
し
な
い
支
郊
で
は
、
典
田
は
一
一
極
の
農
民
金
融
方
使
と
し
て
必
要
で
あ
る
こ
と
は
之
を
認
む

.
へ
専
門
」
で
あ
ら
う
。
併
し
そ
れ
に
は
ま
た
弊
害
の
伴
ふ
と
と
を
見
逃
し
て
は
た
ら
在
、
い
。
即
ち
仰
受
典
人
は
典
悶
の
買
の
所
有
者
で
な

には多いが、六O停に過ぎf、商人口二C匹、官舎は紳士、地主である守
は品てゐる。天野元之助氏、前掲論文、九五頁。
前掲、奉安係一部落田農業事情。革餓剖査月報、昭和十五年三月鏡、一九寅)。
前掲、事樹青論文(中園農キ喧E祷資料、続編、八四O頁)。
前橋、町商省農村調査、四五.](';_. 58) 前掲、糊江省農村調査、二七頁。

ξ言
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い
か
ら
、
地
力
の
利
用
に
際
し
て
は
屯
も
愛
情
の
念
を
懐
か
宇
、
従
っ
て
数
年
の
耕
種
に
上
っ
て
地
方
が
消
耗
し
、
そ
の

地
価
闘
は
比
六
債
よ
り
も
低
落
す
る
こ
と
L
足
り
、
之
に
よ
っ
て
荒
田
が
逐
年
増
加
す
る
の
弊
+
伯
仲
ム
。
川
凶
突
に
典
を
通
じ
て

土
地
所
有
の
集
中
を
促
す
。
印
-
ち
農
地
の
所
有
は
農
民
の
千
を
離
れ
、
失
第
に
城
市
町
地
主
と
商
業
・
高
利
貸
業
者
の
千

比
院
す
る
と
と
L
た
り
、
ひ
い
て
農
村
の
荒
僚
を
質
す
。
問
典
明
が
長
き
忙
失
寸
る
と
き
は
、
土
地
所
有
闘
係
の
不
明
確

さ
を
楽
し
、
農
民
間
忙
紛
議
を
醸
す
。
ま
た
典
同
は
共
の
賦
税
関
係
者
紛
飢
せ
し
め
る
と
と
L
た
る
。

而
し
て
農
民
が
農
地
を
出
典
ず
る
の
は
、
既
沈
~
の
如
〈
主
と
し
て
生
計
の
閤
難
に
上
る
も
の
で
あ
る
か
ち
、
農
民
が
共

の
所
有
農
地
を
山
川
典
す
る
の
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、

一
聞
に
於
て
農
業
生
産
力
の
向
上
忙
努
め
て
、
農
家
家
計
の
牧
支

均
衡
を
刷
る
と
共
に
、
他
商
に
於
て
農
村
金
融
組
織
を
整
備
・
改
善
す
る
と
と
が
必
要
で
あ
る
。

支
那
に
於
げ
る
農
地
の
典
に
就
い
て

持
五
十
巻

月
八
七

第
六
競

問書、八一頁。 60) 同書、一三五頁。
前褐、問北省柴亭麻事情、一二O頁。
前掲、国際貿易局、工商宇月刊(中園農村経済資料、績編、九O五頁)。
前掲、町江省農村調査、二五頁。
自己白岡地D租稔を少( Lて他人白租暗中に加入せ 1めるを飛?埋ん謂ひ、文
自己の租揖を諮って他人目制韓中に加へるを詑寄ξ制点。 旬ち自己目租揖白
一部を他人に輔掃させ L品ることである。
断江省農村調査、八O頁。
前輔、荷車閑附近農村的f昔貸惰形(中醐農村純情賓料、績編、八四 頁)。

同書、一八二頁。61) 59) 
62) 

63) 
64) 
65) 

66) 
67) 

七




